
   射水市ウォーカブルなまちづくりイベント開催事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、射水市補助金等交付規則（平成１７年射水市規則第２８号。以

下「規則」という。）第１７条の規定に基づき、射水市ウォーカブルなまちづくりイ

ベント開催事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ ウォーカブルなまちづくり 車中心の空間から歩行者中心の空間へと転換し、

人々が集い、憩う「居心地の良い歩きたくなる空間」を形成する取組をいう。 

 ⑵ ウォーカブルエリア 射水市都市計画マスタープランにおいて都市中核拠点

とされているクロスベイ新湊周辺又は小杉駅及び市役所本庁舎周辺の区域その

他、市長が特に認める区域をいう。 

 （補助金の目的及び交付） 

第３条 市長は、ウォーカブルなまちづくり及び地域の活性化を推進するため、第５

条に規定する事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付

するものとする。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、ウォーカブ

ルエリアにおいて、次条に規定する事業を主催し、かつ、市内に事務所を有する２

社以上の事業者等で組織する団体とする。 

 （補助対象事業等） 



第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲

げる要件の全てを満たすイベントを開催する事業とする。 

 ⑴ 令和６年７月１日から令和９年３月３１日までの期間に行われるイベントで

あること。 

 ⑵ ２者以上の市内事業者が連携して実施するイベントであること。 

 ⑶ イベント参加者のウォーカブルエリアでの回遊を促し、賑わい創出及び地域経

済の活性化が図られるイベントであること。 

 ⑷ 市内外からの誘客が図られるイベントであること。 

 ⑸ 宗教活動又は政治活動を目的としないイベントであること。 

 ⑹ イベント参加者その他公衆の安全が確保されているイベントであること。 

 ⑺ 他の補助金等の交付を受けていないイベントであること。 

２ 補助対象事業の区分、事業内容、補助率及び補助回数は、次の表のとおりとする。 

区分 事業内容 補助率 補助回数 

１ イベント

スタートア

ップ事業 

補助金の目的に沿った事業

であって、過去に開催実績のな

いイベントを開催する事業又

は過去に開催されたイベント

と差別化が図られていると市

長が認めるイベントを開催す

る事業 

補助金の対

象となる経

費の４分の

３以内 

一の補助対

象者につき

１回まで 

２ イベント

ブラッシュ

アップ事業 

過去に開催実績があるイベ

ントのうち、内容の拡充及び磨

き上げがなされていると市長

が認める事業であって、補助金

補助金の対

象となる経

費の２分の

１以内 

一の補助対

象者につき

１回まで 



の目的に沿ったイベントを開

催する事業 

 （補助対象経費） 

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業

の実施に要する経費であって、別表に定めるとおりとする。 

 （補助金額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の額（補助対象者が消費税課税事業者である場

合は、消費税等仕入控除税額（当該補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率

を乗じて得た金額をいう。）を除く。）に、第５条第２項に規定する補助率を乗じて

得た額（その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

とし、５０万円を限度とする。 

 （補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条第１項の補助金等交付申請

書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書（様式第１号） 

 ⑵ 事業収支予算書（様式第２号） 

 ⑶ 事業実施者構成一覧（様式第３号） 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

補助金の交付を決定したときは、規則第５条第３項の補助金等交付決定通知書によ



り速やかに申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の申

請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付を決定することが

できる。 

 （補助金の交付の請求） 

第１０条 前条第１項の規定による決定を受けた者（以下「交付対象者」という。）

は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第１１条第２項の補助金等交付請

求書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 補助金等交付決定通知書の写し 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （実績報告） 

第１１条 交付対象者は、補助事業完了後３０日以内に、規則第１２条の補助事業実

績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業報告書（様式第４号） 

 ⑵ 事業収支決算書（様式第５号） 

 ⑶ 補助対象経費の領収書の写し又はこれに類する書類 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、交付対象者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件

又は規則若しくはこの要綱に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部

を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、交付対象者に対し、期

限を定めてその返還を命じるものとする。 



３ 前項の規定により、補助金の返還命令を受けた交付対象者は、当該返還命令を受

けた金額を市長が定める期限までに返還しなければならない。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年７月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補

助金の交付を受けた者に係る第１２条の規定については、なおその効力を有する。 

 

  



別表（第６条関係） 

経費区分 内容 留意事項 

報償費 出演者等に対する謝金 申請団体及びその構成員に対する

謝金は対象としない。 

旅費 出演者等に対する旅費 交通費及び宿泊費とし、宿泊費につ

いては、日程の都合上やむを得ず宿

泊を要する場合に限る。なお、最も

合理的な手段を用いた旅程に係る

経費のみとする。（グリーン車、ビジ

ネスクラス等の利用は対象外） 

また、申請団体及びその構成員に対

する旅費は対象としない。 

消耗品費 事務用品及びイベント

開催に要する消耗品費 

景品及び食材に係る経費は、対象と

しない。 

広告宣伝費 チラシ及びポスターの

作成に要する費用その

他広告費 

 

光熱水費 イベント開催に要する

光熱水費及び燃料費 

 

通信運搬費 通信費及び発送及び運

搬費 

 

保険料 イベントの開催に係る

保険料 

イベント実施のために新規で加入

する保険のみとする。 

賃金 イベント開催に要する 実績報告時に、対象者の氏名、賃金



専門スタッフ及びアル

バイトスタッフに係る

賃金及び保険料 

単価、勤務時間数又は日数及び源泉

徴収額が分かる書類の提出を要す

る。 

また、申請団体及びその構成員に対

する賃金は対象としない。 

使用料及び

賃借料 

イベントの会場使用料、

車両、機材等のレンタル

費用 

申請団体及びその構成員が所有す

る施設及び物品等の借上に要する

費用は対象としない。 

委託料 会場設営、警備等イベン

ト開催に要する専門事

業者への委託料 

申請団体及びその構成員に対する

委託料は対象としない。 

備品購入費 イベント開催に要する

備品購入費 

総額２０万円を上限とし、イベント

開催のために直接必要と認められ

る物品に限る。 

その他市長が必要と認める経費 

備考 補助対象者の運営に係る経費及び消費税及び地方消費税を除く。 

 


